
子ども手当の全額国費負担を求める声明 

 

このたび、平成２３年度予算概算要求が発表されたところであるが、子ども手当

にかかる概算要求は、とりあえず仮置き的に要求されたものであり、財源構成等に

ついては、関係団体とも協議しつつ、予算編成過程で検討し、結論を得たいとされ

ている。しかし、昨年の経緯にもかかわらず、地方に対して十分な協議もないまま

平成２２年度予算の負担ルールを当てはめ、地方負担を含む概算要求がなされてい

ることは、誠に遺憾である。 

  

政府は政権発足以来、子ども手当は全額国費負担で実施するという方針をこれま

で繰り返し表明してきた。地方負担を前提とした平成２２年度の子ども手当と児童

手当を併給する方式はあくまで暫定措置であり、平成２３年度以降の制度設計につ

いては地方の意見を踏まえ改めて検討することとされた。  

 

これに対し我々地方は、保育所のようなサービス給付については、それぞれの地

域の実態に応じた形で地方自治体の創意工夫により地方が担当すべきである一方、

子ども手当のような全国一律の現金給付については国が担当し全額を負担すべき

と繰り返し主張してきた。  

 

我々地方六団体は、平成２３年度以降の子ども手当の本格的な制度設計において

は、国と地方とで十分な協議を行い、国が全額国費負担すべきであるとの地方の主

張に沿った制度を実現するよう強く求めるものである。  
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